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(57)【要約】　　　（修正有）
【要約】ガイド部材によって対向するコネクタと係合す
るために案内される嵌合保護及び整合手段を備えたプラ
グコネクタを提供する。
【解決手段】回路カードは、本体部から前方に延在し、
回路カードを引抜きから保護してプラグコネクタをレセ
プタクルコネクタと整合するための第１の手段を提供す
る回路カードの側面に位置する一対の保護フランジ１２
１５、１２１６によって所定位置に保護される。プラグ
コネクタの外部に形成された１つ又は複数の突出部は、
プラグコネクタをレセプタクルコネクタと整合するため
の第２の手段１２２６を提供する。
【選択図】図１２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　嵌合コネクタにワイヤを接続するためのプラグコネクタであって、
　コネクタハウジングであって、絶縁性本体部を含み、前記コネクタハウジングの本体部
が前面を含むコネクタハウジングと、
　嵌合コネクタと嵌合するための接点を備える前縁部を含む嵌合ブレード部であって、該
嵌合ブレード部の前縁部が、あらかじめ選択した長さだけ前記コネクタ本体部の前面から
前方に延在している嵌合ブレード部と、
　前記接点に終端する複数のワイヤとを備え、
　前記コネクタハウジング本体部が、該コネクタハウジング本体部から第１のあらかじめ
選択した距離だけ前方に延在し、回路カードから離れている第１のフランジと、前記コネ
クタハウジング本体部から第２のあらかじめ選択した距離だけ前方に延在し、前記嵌合ブ
レード部及び前記第１のフランジから離れている第２のフランジとを含むプラグコネクタ
。
【請求項２】
　前記コネクタハウジング本体部の第１及び第２のフランジが、前記嵌合ブレード部の対
向する側面上に配設される、請求項１に記載のプラグコネクタ。
【請求項３】
　前記第１のフランジの第１のあらかじめ選択した距離が、前記第２のフランジの第２の
あらかじめ選択した距離より長い、請求項１に記載のプラグコネクタ。
【請求項４】
　前記嵌合ブレード部の前縁部並びに第１及び第２のフランジすべてが、それぞれの幅を
有し、前記嵌合ブレード部の前縁部の幅が、前記第１のフランジの幅より狭く、前記第２
のフランジの幅より広い、請求項１に記載のプラグコネクタ。
【請求項５】
　前記第１のフランジが、その側縁部に沿ってある角度を成す引込構成を含む、請求項１
に記載のプラグコネクタ。
【請求項６】
　前記第２のフランジが、回路基板上に装着されている嵌合コネクタの下に配設される凹
部内に収容することができる、請求項２に記載のプラグコネクタ。
【請求項７】
　前記嵌合ブレード部が回路カードを含み、コネクタハウジング本体部が前部嵌合面を含
み、該前部嵌合面が、前記回路カードが延在する横方向のスロットを含む、請求項１に記
載のプラグコネクタ。
【請求項８】
　前記コネクタハウジングが、嵌合コネクタに関連するガイド部材と位置合せするための
手段を含み、該位置合せするための手段が、前記コネクタハウジング本体部上に配設され
る、請求項１に記載のプラグコネクタ。
【請求項９】
　前記位置合せするための手段が、前記コネクタハウジング本体部から外に延在する突出
部を含む、請求項８に記載のプラグコネクタ。
【請求項１０】
　前記位置合せするための手段が、少なくとも１つのＴ字形の突出部を含む、請求項９に
記載のプラグコネクタ。
【請求項１１】
　前記位置合せするための手段が、前記コネクタハウジングの対向する側面上に配設され
る一対のＴ字形の突出部を含む、請求項９に記載のプラグコネクタ。
【請求項１２】
　前記Ｔ字形の突出部の一部が、前記コネクタハウジングの１つの側面に沿って配設され
る凹部によって画定される、請求項１１に記載のプラグコネクタ。
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【請求項１３】
　前記コネクタハウジング本体によって支持されているラッチ機構を更に含み、該ラッチ
機構が、その内部にラッチ部材を支持するフレーム部材を含み、前記ラッチ部材が、前記
フレーム部材内に収容されるアンカー部、及び、該アンカー部の上に配設される作動部を
画定するために、それ自身の上で折曲がっている柔軟な金属部材を含む、請求項１に記載
のプラグコネクタ。
【請求項１４】
　前記回路カードが、それぞれ幅を備える前縁部を有し、前記第１のフランジがそれぞれ
幅を有し、前記回路カードの前縁部の幅が前記第１のフランジの幅より狭い、請求項７に
記載のプラグコネクタ。
【請求項１５】
　前記第１及び第２のフランジの一方が、前記プラグコネクタが前記ガイド部材内に挿入
された場合に、ガイド部材の係合部と係合するためのその頂面上に配設される係合凹部を
含む、請求項１に記載のプラグコネクタ。
【請求項１６】
　前記コネクタハウジング本体部が２つの側面を含み、各側面が、前記第１及び第２のフ
ランジに向って横方向に延在し、前記２つの各側面が、外部ガイド部材と係合するための
少なくとも１つの係合部を含む、請求項１に記載のプラグコネクタ。
【請求項１７】
　前記係合部が、前記側面のうちの１つに形成されている凹部を含む、請求項１６に記載
のプラグコネクタ。
【請求項１８】
　前記第１のフランジが、前記回路カードの上に配設され、前記第２のフランジが、前記
回路カードの下に配設される、請求項７に記載のプラグコネクタ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、概して、ケーブルコネクタに関し、特に、嵌（かん）合回路基板コネクタと
一緒に使用するシールディングケージ又はガイドフレームを必要としない構造を有する回
路基板コネクタと嵌合するケーブルコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常はプラグコネクタであるコネクタにケーブルを終端して、次に、そのコネクタを回
路基板上に装着されているレセプタクルコネクタと嵌合することによって、回路基板にケ
ーブルを接続する方法が、電子業界において一般的に使用されている。ケーブルを回路基
板に装着されているコネクタに接続する場合の周知の問題は、ケーブルの重量及び動きに
よって、回路基板へのレセプタクルコネクタの実装点が緩み、それにより、信号の経路が
切断し、回路基板が故障する傾向があることである。
【０００３】
　このことは、レセプタクルコネクタを囲むために回路基板に装着され、プラグ又は類似
のコネクタを挿入することができる開口部を画定する大型のガイドフレームを使用するこ
とによって防止することができる。しかし、このようなガイドフレームは大きく、回路又
は端子を追加するために使用することができる回路基板上の貴重なスペースを占拠してし
まう。さらに、このようなガイドフレームは、通常、ダイキャストであり、落とした場合
、破損しやすい。
【０００４】
　また、狭い限られたスペース内でこのようなプラグコネクタをその関連するレセプタク
ルコネクタと嵌合する場合、いくつかの問題が起こる。すなわち、正しく嵌合させるため
にプラグをある方向に向けることが難しく、狭いスペース内で屑（くず）及び汚染物質が
レセプタクルコネクタ端子と容易に接触することになる。
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【０００５】
　コネクタコンセントの歪（ゆが）みも問題になり、このような歪みは、ケーブルの重量
、大きさ及び動きによって発生する場合がある。さらに、コネクタプラグ及びその嵌合す
るコネクタコンセントが時々相互にずれる恐れがあり、言うまでもないことだが、組立工
程が複雑になり、高速コネクタの場合には、端子の一部が通常コネクタハウジングの外部
に露出し、端子が汚染される場合がある。したがって、回路基板上で広いスペースを占拠
しないで、対向するコネクタと嵌合するために、自分自身を整合するための内蔵手段を含
むプラグコネクタが必要とされている。
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、本考案は、上記問題点を解決し、同時に、上記所望の利点を有するプラグ
コネクタに関するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　したがって、本考案の一般的な目的は、ガイド部材によって対向するコネクタと係合す
るために案内されるプラグコネクタを提供することである。
【０００８】
　本考案の他の目的は、面実装レセプタクルコネクタと嵌合するプラグコネクタを提供す
ることである。レセプタクルコネクタは、その底面に沿って配置されている凹部を含む。
プラグコネクタは、該プラグコネクタをレセプタクルコネクタと整合するのを助け、該レ
セプタクルコネクタの凹部内に入る少なくとも１つの突出フランジを有する。
【０００９】
　本考案の更に他の目的は、上記レセプタクルコネクタと嵌合するプラグコネクタを提供
することである。プラグコネクタは、レセプタクルコネクタと嵌合するようにプラグコネ
クタを整合し、案内するガイド部材と係合するための手段を有する。プラグコネクタは、
回路カードの形をしている嵌合突起を有する。プラグコネクタは、さらに、回路カードか
ら離れた、該回路カードの上下を外側に延出する一対の保護フランジを含む。プラグコネ
クタフランジは、レセプタクルコネクタの対向する表面を覆い、露出しているレセプタク
ルコネクタの端子の一部が、汚染物質のような外部材料と接触するのを防止している。
【００１０】
　本考案の更にもう１つの目的は、上記レセプタクルコネクタ及びガイド部材と一緒に使
用するためのプラグコネクタを提供することである。プラグコネクタは、レセプタクルコ
ネクタ内の対応するスロット内に嵌入する前方に突出している嵌合ブレードを備える嵌合
面を含む。このプラグコネクタは、さらに、プラグコネクタ嵌合面の上及び前方を延在す
る少なくとも１つの突出タブを含む。該タブは、その内部にガイド部材の対応する突起（
ｐｒｏｎｇ）又はタブを収容するための凹部、及び、それと嵌合した場合に、レセプタク
ルコネクタのハウジング上に延在するプラグコネクタタブを有する。
【００１１】
　本考案の更に他の目的は、回路基板に実装されているレセプタクルコネクタと嵌合する
ためのコネクタを提供することである。レセプタクルコネクタは、その中に配置されてい
る横方向の嵌合スロットを含む。レセプタクルコネクタの嵌合スロットは、端子を収容す
る他の外部スロットによって、その内部の所定位置に支持されている複数の導電性端子を
含む。該端子は、レセプタクルコネクタの嵌合スロット内に延在する。コネクタは、そこ
から突出していて、２つのコネクタが一緒に嵌合した場合、レセプタクルコネクタの嵌合
スロット内に収容される回路カードを含む。コネクタは、さらに、そこから回路カード上
に延在する少なくとも１つのフランジを含む本体を含む。フランジは、レセプタクルコネ
クタの少なくとも一組の端子の一部上に延在する。フランジは、コネクタをレセプタクル
コネクタと整合させるためのある角度を有する引込構成を含む。
【００１２】
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　本考案の更にもう１つの目的は、回路基板に装着されているレセプタクルコネクタと嵌
合し、最初にレセプタクルコネクタの前の回路基板上に位置するガイドを通過するプラグ
コネクタを提供することである。該プラグコネクタは、プラグコネクタ本体から外に延在
しているラグの形をしている１つ又は複数の停止部材を有する。ラグは、レセプタクルコ
ネクタ内へのプラグコネクタの挿入距離を制限するために、ガイド上に形成されている対
応する手段と係合する。また、このラグは、レセプタクルコネクタとのコネクタの嵌合ブ
レード部の整合を助ける。
【００１３】
　本考案は、その構造によって上記及び他の目的並びに形態を達成する。この構造は、１
つの主要な形態においては、レセプタクルコネクタに関連するガイド部材内に挿入するこ
とができるハウジングを備えるプラグコネクタを含み、該プラグコネクタをある方向に向
け、レセプタクルコネクタと整合させる。
【００１４】
　本考案と一緒に使用するレセプタクルコネクタは、通常、コネクタ本体から横方向に延
在するカード収容スロットを含む本体を備え、導電性端子が、コネクタ本体内に挿入され
、その接触部はスロット内に延在する。本考案のプラグコネクタは、回路カードを含み、
その好ましい実施形態の場合には、レセプタクルコネクタのスロット内に延在するために
、嵌合ブレード部及び回路カードはプラグコネクタの前面から突出する。レセプタクルコ
ネクタは、その装着脚部の間及びカード収容スロットの下で、その下面上に配置されてい
る凹部を含むことができる。プラグコネクタは下の、すなわち、前面から前方に延在する
第１のフランジを含むことが好ましい。このフランジは凹部内に収容され、そのため、プ
ラグコネクタをレセプタクルコネクタに正しく嵌合するための案内としての働きをする。
下のフランジは、また、レセプタクルコネクタの底面に沿って露出している端子のうちの
いくつかの上を少なくとも部分的に延在していて、これらを屑及び汚染の堆（たい）積か
ら保護する働きをするような十分な長さを有することが好ましい。下のフランジは、また
、回路カードの幅より狭い幅を有することが好ましい。したがって、下のフランジは、レ
セプタクルコネクタと回路基板との間に画定されている低い凹部に入った場合、何らの干
渉も受けない。
【００１５】
　本考案の他の主要な形態においては、プラグコネクタは、回路カード及び第１のフラン
ジが突出している画定された嵌合面を備えるハウジングを含む。第２のフランジを設置す
ることができ、該第２のフランジは、第１のフランジ及び回路カードから離れていて、そ
のため、２つのフランジは回路カードの側面に位置する。本考案の通常の用途の場合、こ
の第２のフランジは、プラグコネクタに対する頂部フランジとしての働きをし、一方、第
１のフランジは、プラグコネクタの低い、又は、底部フランジとしての働きをする。第２
のフランジは、また、嵌合面の前方に延在していて、回路カードを覆うだけの十分な長さ
及び幅を有することが好ましい。この第１のフランジは、最初、プラグコネクタをレセプ
タクルコネクタと嵌合整合するために案内する一次ガイドとしての働きをし、したがって
、この第１のフランジは、レセプタクルコネクタガイドと接触することができるある角度
を有する引込縁部を含むことができる。プラグコネクタを更に前方に押し、回路カードが
レセプタクルコネクタのカード収容スロットと接触し始めると、第２のフランジは、レセ
プタクルコネクタの上面上の露出端子の一部を覆う。
【００１６】
　また、レセプタクルコネクタと一緒に使用するガイド部材は、そのレセプタクルコネク
タプレートの頂面の方向にその上を延在することが好ましいプレス又はスプリングアーム
の形をしている延長部を含むことができる。スロット又はチャネルを、プラグコネクタの
第２のフランジの頂面上に形成することができ、このチャネルは、止金等であることが好
ましいガイド部材のプレスアームの一部を収容する。そのため、プラグコネクタをレセプ
タクルコネクタに正しく嵌合した場合に、耳で聞くことができる又は触知可能なカチッと
いう音を聞いたり、感じたりすることができる。頂部フランジ内のチャネルは、レセプタ
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クルコネクタの頂面の一部上において、頂部フランジを所定の位置に維持するのを助ける
。
【００１７】
　本考案の更に他の主要な形態においては、プラグコネクタ本体は、プラグコネクタとレ
セプタクルコネクタとの間で、二次整合を行うための１つ又は複数の機能を含むことがで
きる。これらの機能は、プラグコネクタ本体の外側面上に配置されている突起又はラグの
形を採ることができる。好ましい実施形態の場合には、これらのラグはＴ字形をしていて
、このような各Ｔ字形の脚部は、縦方向に又はプラグコネクタ本体の縦軸に平行に延在し
ていて、各Ｔ字形の頂部は、プラグコネクタ本体の縦軸に対して横方向に延在する。これ
らのＴ字形のラグは、レセプタクルコネクタのガイド部材の前縁部内に形成されている対
応するスロットと係合し、また、ガイド部材及びレセプタクルコネクタ内へのプラグコネ
クタの前方向の行程を制限する停止部材としての働きをする。
【００１８】
　本考案のプラグコネクタは、レセプタクルコネクタのガイド部材との係合からプラグコ
ネクタをラッチ及びラッチ解除するために簡単な「プッシュ」動作を使用するラッチ機構
を備えることができる。好適には、プラグコネクタ本体又はハウジングは、プラグコネク
タ本体の頂面上にラッチフレームを備えることが好ましい。このフレームは、金属ラッチ
機構により占拠されるスペースを画定する。このフレームは、ラッチ機構の一部が嵌入さ
れる１つ又は複数のアンダーカットを含むことができる。好ましい実施形態においては、
ラッチ部材は、アンカー又は基部及びラッチ部を画定するために、前縁部に沿ってその上
で折曲がっている金属プレートから形成される。基部は、ラッチフレーム内に嵌入し、そ
れを所定の位置に維持するためにハウジング材料内に入込む。ラッチ部は、その上に形成
されている１つ又は複数の係合タブ及びラッチ部分を下に押付けるためのプレス面を有す
る。
【００１９】
　他の実施形態の場合には、プラグコネクタを、垂直レセプタクルコネクタに対して垂直
に使用することができる。その場合、第１及び第２のフランジは、頂部フランジ及び底部
フランジとは見なされないで、前部及び後部、又は、左及び右フランジと見なすことがで
きる。
【００２０】
　下記の詳細な説明を読めば、本考案の上記及び他の目的、特徴及び利点をはっきりと理
解することができるであろう。
【００２１】
　類似の要素に類似の参照符号が付いている添付の図面を参照しながら下記の説明を読め
ば、本考案をその目的及び利点と一緒に最もよく理解することができるであろう。
【考案を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１は、回路基板又は他の基板４の導電トレース６とケーブル１０１内の導電体との間
で、電気信号を交換するために使用する電子組立体２の分解図である。図１の場合には、
電子組立体２は、集積回路、抵抗、コンデンサ、インダクタ等のような電子構成要素を実
装することができる回路基板４を含む。周知のように、回路基板に実装されている電子構
成要素は、そのうちの少なくともいくつかは、基板４の少なくとも表面上に位置する１つ
又は複数の導電トレース６によって相互に接続している。電気信号は、基板４に実装され
ていて、対向するケーブルコネクタと嵌合しているレセプタクルコネクタ８によって、導
電トレース６を通して送信することができる。
【００２３】
　図１は、装着ポスト、ねじ又ははんだによって、図の所定位置で回路基板４に取付けら
れているレセプタクルコネクタ８を示す。これらはすべて当業者であれば周知のものであ
る。レセプタクルコネクタ８は、２つの対向する側面１０、１２、頂面１４、底面１５、
前面１６及び背面１８を有する。レセプタクルコネクタ８は、それぞれが回路基板４上の
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対応する導電トレース６に電気的に結合しているいくつかの電気的前面からアクセスする
ことができる接点２０の間隔を維持するように組立てられ、配置されている。
【００２４】
　レセプタクルコネクタ８内の前面１６からアクセスすることができる接点２０の電気的
及び機械的接続は、プラグタイプの嵌合コネクタ１００を延長して、レセプタクルコネク
タ８と接触させることによって行うことができる。プラグコネクタ１００は、嵌合ブレー
ドに沿って配置されていることが好ましい、それ自身の一組の導電性接点を有し、これら
の接点はレセプタクルコネクタの接点２０と嵌合する。図１～６に示されるような組立体
の場合には、プラグコネクタは、レセプタクルコネクタ８と関連するガイド部材２４によ
って少なくとも一部は所定位置に案内され、このガイド部材２４は、レセプタクルコネク
タ８の前方の、該レセプタクルコネクタから離れている位置で回路基板４に実装されてい
ることが好ましい。好ましい実施形態の場合には、ガイド部材２４は、ほぼ逆Ｕ字形をし
ていて、はんだ付のような適当な手段によって回路基板４に取付けられるフード又はシー
ルドとして形成されている。ガイド部材２４は、プラグコネクタ１００が延在して、嵌合
レセプタクルコネクタ８と係合することができる中空チャネル８０を画定する。
【００２５】
　図１～３に示されるように、コネクタガイド部材２４は、少なくとも２つの平らな側面
２６及び２８を含むことが好ましい。１つの平らな側面２６は、頂縁部３０、底縁部３２
を有し、第２の側面２８も頂縁部３４及び底縁部３６を有する。平らな各側面２６及び２
８は、さらに、前縁部及び後縁部を含む。第１の側面２６は、前縁部３８及び後縁部４２
を有する。第２の側面２８は、前縁部４０及び後縁部４４を有する。２つの装着ポスト７
０（図４）は、側面の底面に沿ってガイド部材内に形成することが好ましく、これらのポ
ストは円筒形であってもよいし、ガイド部材自身の一部として打抜くこともできる。その
構造がどうであれ、ポスト７０は、側面２６及び２８から下方に延在し、回路基板４内に
形成されている装着孔（あな）部２５内に収容される。ポストは、ガイド部材を回路基板
４上の所定位置にはんだ付するために使用することができる。
【００２６】
　図３及び４に示されるように、ガイド部材の対向する第１及び第２の側面２６及び２８
は、頂縁部と底縁部との間にほぼ等しい高さ４６を有し、各側面の前縁部と後縁部との間
にほぼ等しい幅４８を有することが好ましい。図１に示されるように、側面２６及び２８
は、ほぼ直立していて、平らな頂部５２に対してほぼ直角に延在する。ガイド部材２４の
好ましい実施形態は、１枚のシートメタルから打抜かれているが、本考案の目的のために
、頂部５２、２つの側面２６及び２８は、また、共通の縁部のところで相互に結合するこ
ともできる。頂部５２は、図１の前部から見た場合にその右に示す第１の側縁部５４を有
し、その左に示す第２の側縁部５６を有する。頂部５２も、前縁部５８及び後縁部６０を
有する。
【００２７】
　通常、ガイド部材２４は、後方に延在するタブ又はスプリングアーム６４の形をしてい
るガイド部材の延長部が形成される金属ブランクから打抜かれ、形成される。図において
は、ガイド部材は、カンチレバー状に延在し、アーム６４内にバイアス又はプリロードを
生成する若干下向きの角度で形成することが好ましい。このバイアスは、スプリングアー
ム６４の遠い方の端部の近くに位置する隆起部又はキャッチ６２で示されるプラグ係合部
を押して、プラグコネクタの対応する部分内に形成されている対応するスロット又は凹部
１０２と係合させる。
【００２８】
　図２は、レセプタクルコネクタ８及びコネクタプラグに対するガイド部材２４の相対的
位置の後部からの斜視図である。図２に示されるように、ガイド部材２４は回路基板４に
装着されていて、そのため、ガイド部材２４は、レセプタクルコネクタから離れて位置す
る。すなわち、レセプタクルコネクタ８と接触していないで、該レセプタクルコネクタ８
の嵌合面１６の前に位置する。図２は、また、回路基板４上の接続トレース６及びレセプ
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タクルコネクタ８の電気的な接点２０への接続を示す。図２は、また、打抜きによって側
面プレート２８内に形成されている側部ロッキングラッチ又は係合タブ５３も示す。これ
らの係合タブ５３は、内側、すなわち、ガイド部材２４のチャネル８０の内部に向って延
在し、これらのタブは、プラグ１００がガイド部材２４内に挿入され、レセプタクルコネ
クタ８と係合した場合、プラグコネクタ１００の側壁部１１０と摩擦によって接触するよ
うな大きさ及び形状を有し、そのように配置されている。図１に示されるように、プラグ
コネクタは、ガイド部材の係合タブ５５が捕捉するその側壁部内に開口部５７を設けるこ
とができる。
【００２９】
　図３は、図１の電子組立体の後部斜視図であり、回路基板４、レセプタクルコネクタ８
の後部１８を示す。該後部１８の接点２０は、所定位置に設置され、ラッチされるプラグ
コネクタ１００によって、基板トレース６とプラグコネクタワイヤ１０１との間に電気接
続を確立する。図３の場合には、本考案のプラグコネクタ１００は、スプリングアームキ
ャッチ６２がプラグコネクタ１００の頂部内のスロット１０２と係合するまで、ガイド部
材２４を貫通して延在する。図３に示されるように、このキャッチは、遠い方の端部、す
なわち、スプリングアーム６４がガイド部材２４の頂部５２の後縁部６０から離れる方向
に延在する点から最も遠い端部の近くに位置する。このキャッチ－スロット係合装置は、
プラグコネクタ１００をレセプタクルコネクタ８と嵌合した場合、組立てる人が聞いたり
感じたりすることができる、耳で聞くことができる係合「カチッという音」だけではなく
、触知可能なカチッという音も発生する。
【００３０】
　図４は、ガイド部材２４及び該ガイド部材２４内に挿入する前のコネクタ１００の相対
的位置の前部斜視図である。図４は、図面を見やすくするために回路基板４は図示してい
ない。この図は、プラグコネクタ１００が、該コネクタ１００の本体内に切除、成形又は
他の方法で形成され、レセプタクルコネクタと完全に係合した場合に、キャッチ６２を受
け入れるように位置しているコネクタラッチスロット１０２を含むことをはっきりと示す
。図を見れば、プラグコネクタが、該プラグコネクタ１００の前部嵌合面１２１から外側
に延在する前縁部を有する縁部カード１２０の形をしている好ましい嵌合部を含むことが
分かる。
【００３１】
　縁部カード１２０は、プラグコネクタ１００をレセプタクルコネクタ８内に挿入した場
合に、レセプタクルコネクタの接点２０と嵌合するために、前縁部に沿って配置されてい
る複数の導電トレース１２５を有する。プラグコネクタハウジングは、また、嵌合面１２
１から前方に、縁部カード１２０上に延在する延長部１３０を含むことができる。図では
、この延長部１３０は、縁部カード１２０の少なくとも全幅に対して横方向に延在し、縁
部カード１２０の幅より広い幅を有することが好ましい第１のフランジとして図に示され
ている。この第１のフランジは、まず第一に、縁部カード１２０が引抜かれるのを防止す
る働きをし、その内部に支持されている露出した端子の一部をカバーするためにレセプタ
クルコネクタ８の頂部の一部上を延在する。これは、また、凹部１０２に対する支持とな
る。
【００３２】
　図４は、また、プラグコネクタフランジが、引込面を形成するある角度を有する側面１
３１を有し、そのため、ガイド部材によってプラグコネクタ１００をレセプタクルコネク
タと容易に整合することができることを最もはっきり示す。第１のフランジは、縁部カー
ド１２０上の接点が、ガイド部材２４又はレセプタクルコネクタ８以外のものと接触する
のを防止するために、縁部カード１２０が嵌合面１２１から突出している長さよりも長く
嵌合面１２１の前方に延在する好ましい長さを有する。
【００３３】
　図４は、また、ガイド部材２４の１つの側面２８内に形成されている側面ロッキングラ
ッチ５５も示す。この実施形態の場合には、側面ロッキングラッチ５５は、対向する側面
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２６の方に延在し、プラグコネクタ１００の対応する側面に形成されている対応する側面
止金５７と係合する側面に小さなタブが形成されるように、ガイド部材２４が形成される
金属を単に打抜くことによって形成される。プラグコネクタ１００が対向するレセプタク
ルコネクタと完全に係合すると、側面ロッキングラッチ５５（ガイド部材２４の両方の側
面２６、２８上に形成されていることが好ましい）が、対応する止金５７と係合し、プラ
グコネクタ１００をレセプタクルコネクタ８と係合状態に「ラッチ」する。この実施形態
の場合のラッチは、レセプタクルコネクタ８によってではなくガイド部材２４により行わ
れ、そのため、ワイヤ１０１による組立体上の歪みは、レセプタクルコネクタ８によって
ではなくガイド部材２４により吸収される。さらに、プラグコネクタ１００及びレセプタ
クルコネクタ８内の接点の任意の整合ずれは、ガイド部材２４のこの形態によるプラグ－
レセプタクル整合機能によって最小限度まで低減する。
【００３４】
　図５は、ガイド部材２４内に完全に挿入したコネクタ１００の後部斜視図である。この
図の場合、ガイド部材キャッチ６２は、コネクタ１００内のスロット１０２と相互ロック
係合している。スプリングアーム６４内の曲がり又は「バイアス」によって、プラグコネ
クタ１００がガイド部材２４内に完全に挿入された場合、キャッチ６２は、係合スロット
１０２内に下方に押込まれる。同様に、側面ロッキングラッチ５５（一方の側面上に示す
）も内側に曲がるので、プラグコネクタ１００が有意の引出す力が加わらなくても除去さ
れるのを防止するために、プラグコネクタ凹部５７内に延在することができる。プラグコ
ネクタ１００がこのようにレセプタクルコネクタ８と接続されると、ガイド部材も歪みを
除去し、導体が整合する。
【００３５】
　図６は、コネクタ整合ガイド２４内に設置した場合のコネクタ１００の部分断面図であ
る。この図の場合、プラグ係合ラッチ６２の相互ロック係合を、図面の右側にはっきり示
す。下方にバイアスされていて、コネクタスロット１０２内に入っている係合ラッチ６２
は、コネクタ１００を整合ガイド２４内に保持する働きをすることを理解することができ
るだろう。また、この図は、コネクタガイドの側面２６及び２８の底縁部３２と接続して
いて、回路基板又は他の基板４に整合ガイド２４を電気的かつ機械的に装着するために使
用される２つの装着ポスト７０も示す。
【００３６】
　図１～６ではプラグコネクタ１００の頂部上に配置されているが、フランジ１３０は、
プラグコネクタ嵌合面１２１の底部上に設置することもできる。このように設置した場合
でも、フランジは、依然としてスタブに対して保護機能を有し、また、レセプタクルコネ
クタ８の縁部カード収容スロットの下のレセプタクルコネクタ８の底部に沿って形成され
ている凹部内に収容する整合機能を有する。
【００３７】
　図７及び８は、本考案の原理によって組立てた回路基板上で垂直に使用するためのプラ
グコネクタの他の実施形態２００である。これらの図に示されるように、レセプタクルコ
ネクタ２０１は、回路基板２０２に対して垂直に面実装されるコネクタである。コネクタ
２０１は、絶縁性ハウジング２０４を有し、複数の導電性端子２０６を支持する。該端子
２０６は、回路基板２０２の表面上のパッド又はトレースにはんだ付されるテール部２０
８を含む。導電性ガイド部材２１０は、コネクタ２０２と一緒に使用するためのものであ
り、そこから横方向に延在する２つの側部プレート２１３を有する頂部プレート２１２を
含むほぼＵ字形をしていることが分かる。これら３つのプレートは、協働して、レセプタ
クルコネクタ２０１の周囲及び上を部分的に延在するチャネル２１５を画定する。ガイド
部材の頂部プレート２１２は、スロットを含み、キャッチ部材２２０が延在する凹部２１
８を有する。このキャッチ部材は、第１の実施形態と同じ方法で、プラグコネクタハウジ
ング２５０上のスロット（図示せず）と係合することが好ましい曲げ部２２１を有する。
【００３８】
　この実施形態の場合には、プラグコネクタ２４０は、大部分が、単に垂直方向に対して
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向けるためのものであって、縁部カード及び第１のフランジが延在する絶縁性ハウジング
２５０を有する。第１のフランジの一部は、レセプタクルコネクタ２０１の露出する端子
の上を延在し、垂直ガイド部材のキャッチ部材２２０と係合するためのスロットを有する
。
【００３９】
　図９は、本考案の原理によって組立てられたプラグコネクタの他の実施形態を含む他の
電子組立体である。この組立体においては、シュラウド（又はガイド部材）１１００は、
間に間隔を有する２つの側壁部１１０４、１１０５を相互に接続する頂壁部１１０２を有
する。シュラウド１１００は、端部から見た場合ほぼ逆Ｕ字形をしていて、回路基板１１
１０に装着されるレセプタクルコネクタ１１５０から離れている回路基板１１１０上に位
置する。レセプタクルコネクタ１１０５は、図１～６に示し説明したレセプタクルコネク
タ８と類似の形をしていて、そのカード収容スロットの下のその底面に沿って、及び、レ
セプタクルコネクタ１１０５の底面の下に開口部又は凹部を含む。スロットは、プラグコ
ネクタ１２００でそのブレード部として使用される回路カードの前縁部を収容する。シュ
ラウド１１００は、プラグコネクタ１２００を回路基板コネクタ１１５０と係合するため
に案内することができる中空チャネル１１０６を含む。
【００４０】
　シュラウド１１００は、また、嵌合の後でプラグコネクタ１２００を所定位置に保持す
る働きもする。この点について、シュラウド１１００は、該シュラウドの頂壁部１１０２
の前方に延在する細長い延長部１１１７を含み、さらに、シュラウド１１００の側壁部１
１０４、１１０５内に配置されていて、前方に縦方向に延在する１つ又は複数の整合スロ
ット１１３５を含むことが好ましい。その目的については、以下に更に詳細に説明する。
プラグコネクタ１２００を案内するための追加手段１１１９もシュラウド１１００上に設
置することができ、内側に曲がり、側壁部１１０４、１１０５から所定の距離だけ延在す
るタブ１１１８の形をとることができる。
【００４１】
　図１３及び１５に最もよく示されるように、プラグコネクタ１２００は、ほぼ多角形を
していて、図面では、頂面１２０２、２つの側壁部１２０４、１２０５、底面１２０６及
び後面１２０８を含む実線の長方形で示してある。ケーブルは、通常、後面１２０８から
外に出るが、図面を見やすくするために省略してある。コネクタの前端部１２１０は、プ
ラグコネクタ１２００の嵌合端部を画定していて、図９～１３に示されるような用途の場
合には、プラグコネクタ１２００は、通常は回路カード１２１４の前縁部の形をしている
前方に突出している嵌合ブレード１２１２を含む前部嵌合面１２１１を含むことが好まし
い。頂面１２０２（及び、図面では底面１２０６）は、前部面１２１１から前方に延在し
、回路カード１２１２上に位置し、該回路カードから離れている第１のフランジの形をし
ている延長部１２１５を有することができる。この実施形態はもう１つの延長部を含むこ
とが好ましく、図１２及び１３に最もよく示されるように、この延長部は、同様に、前部
面１２１１から前方に延在し、回路カード１２１４及び第１のフランジ１２１５の下に位
置し、これらの部材から離れている第２のフランジ１２１６の形をしている。このタイプ
の装置の場合には、２つのフランジ１２１５、１２１６を「側面に位置する」回路カード
１２１２と見なすことができる。
【００４２】
　シュラウド圧着タブ１１１７は、若干のバイアスを与えるために下方に曲がっていて、
そのため、嵌合コネクタ１２００の頂面１２０２、特に、その頂部延長部１２１５とスラ
イド又は端接によって接触する。図１３はこのタイプの係合を最もはっきり示し、頂部フ
ランジ１２１５は、シュラウド圧着タブ１１１７の止金部と係合するように、頂部フラン
ジ１２１５の前端部から特定の距離だけ離れている横方向のスロット又は凹部１２１４を
含むことができる。この係合は、プラグコネクタ１２００をレセプタクルコネクタ１１５
０と嵌合状態に保持するのを助け、また、オペレータが２つのコネクタ１２００、１１５
０間の係合が完了したのを確認するのを助ける働きをする。その下向きのバイアスを含む
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圧着タブ１１１７は、聞いたり感じたりすることができる両方の方法で、凹部１２１４内
に「カチッ」と係合する。そのため、オペレータは、係合を感じるばかりでなく、係合を
「耳で聞く」こともできる。
【００４３】
　シュラウド１００は、さらに、ラッチ機構の一部としてプラグコネクタ２００上に形成
されていることが好ましい、ラグ１２２０のような手段によって係合する、その頂壁部１
０２内に配置されている１つ又は複数のスロット又は凹部１１３０を含むことができる。
これらのラグ２２０は、以下に更に詳細に説明するように、別の基部又はアンカー及び作
動部を形成するために、あるラインに沿って自分自身の上で曲がっている、図ではある長
さのシートメタルから形成されているプッシュタイプのボタン１２２５によって、スロッ
ト１１３０と係合したり、係合から外れたりする。
【００４４】
　すでに説明したように、シュラウド１１００は、また、該シュラウドの側壁部１１０４
、１１０５で、その外側を向いている縁部に沿って形成されている一対の整合スロット１
１３５を含むことができる。これらのノッチ１１３５は、プラグコネクタハウジング１２
００の外部上に形成されているラグ１２２６として示される対応する構造体と係合する。
これらのラグ１２２６は、対応するシュラウドの整合スロット１１３５内に収容されてい
る中央脚部１２２７、及び、該中央脚部１２２７に垂直な基部１２２８を形成している他
の２つの脚部を含み、側面から見た場合ほぼＴ字形をしている。基部１２２８は、側壁部
１１０４、１１０５の縁部と端接した場合、停止部材としての働きをする。本考案の場合
には、シュラウド１００のタブ１１１８は、プラグコネクタ外部に沿って縦方向に延在す
るノッチ１２０７内に収容され、これらのタブ１１１８及びノッチ１２０７は、シュラウ
ド１１００の内部でまず第一に、プラグコネクタ１２００をある方向に向け、位置決めす
る働きをし、次に、ノッチ１１３５及びラグ１２２６は協働して、レセプタクルコネクタ
１１５０のカード収容スロットに対向して、プラグコネクタ１２００の回路カード１２１
２をある方向に向ける。
【００４５】
　図１４～１９は、本考案の原理によって組立てられたプラグコネクタ３００の他の実施
形態である。図１４では、プラグコネクタ３００は、突起嵌合ブレード３０４が延在し、
他の実施形態においては回路カード３０５として示される前部嵌合面３０２を備える絶縁
性ハウジング３０１を含む。回路カードは、すでに参照符号８及び１１５０で示すタイプ
の対向するレセプタクルコネクタの対応するスロットに容易に入れることができるように
、図に示されるようなある角度を有するか、又は、面取りすることができる前縁部３０６
を有する。プラグコネクタ３００は、プラグコネクタ本体部３０９、特に、前面３０２か
ら前方に延在する第１及び第２の（又は頂部及び底部）フランジ３１０、３１２を含む。
【００４６】
　図１５に示されるように、頂部及び底部フランジ３１０、３１２は、スタブ及び偶発的
なショートから回路カードの前縁部３０６を保護するために、回路カード３０５の前縁部
３０６を越えて、あらかじめ選択した距離Ｄをそれぞれ延在することが好ましい。頂部フ
ランジ３１０は、その側縁部３１６に沿ってある角度を有することが好ましく、これらの
ある角度を有する縁部は、ガイド部材及びレセプタクルコネクタ又は両方に挿入された場
合、フランジ３１０及びプラグコネクタ３００に「引込」手段を提供する。図１８に最も
よく示されるように、頂部フランジ３１０は、回路カード３０５の幅より広い幅を有する
ことが好ましいが、底部フランジ３１２は、回路カード３０５の幅より狭い幅を有するこ
とが好ましい。そのため底部フランジ３１０は、本考案のプラグコネクタと一緒に使用す
るためのレセプタクルコネクタの底面に沿っている収容スペース内に容易に挿入すること
ができる。この距離の違いによって、底面フランジ３１０が対向するレセプタクルコネク
タの脚部と衝突する恐れが少なくなる。回路カード３０５は、これら２つのフランジ３１
０、３１２間に配置されていて、各フランジは、水平方向を向いていようが、垂直方向を
向いていようが、回路カード３０５を保護する手段を提供する。
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【００４７】
　この実施形態３００は、また、コネクタ本体部３０９の一部として形成されていること
が好ましいフレーム部材３２６を含むラッチ機構３２５を含む。このフレーム部材３２６
は、ラッチ部材３２８を収容するスロット３２７を画定する。図１６及び１７は、ラッチ
部材３２８を最もよく示す。このラッチ部材３２８は、その前縁部３２９に沿ってそれ自
身の上で折曲がっている１枚の金属片から形成することができる。この折曲がりが、金属
片を２つの部分に分割する。この第１の部分は、ほぼ平らな基部又はアンカー部３３０及
びある輪郭を有する作動部３３１である。基部は、側縁部３３３に沿って形成されていて
、主として、ラッチ部材３２８をプラグコネクタ３００上の所定の位置に保持するために
、フレーム部材スロット３２７の内側壁部３４０内へそれら自身を埋設、又は「削る」１
つ又は複数の干渉突起３３２を有する。
【００４８】
　１つ又は複数の上を向いているラッチタブ３４６が、ラッチ部材３２８内に形成されて
いて、これらのタブ３４６は、図１１に最もよく示されるように、ガイド部材内に形成さ
れている対応する開口部又は凹部と係合する。作動部３３１は、若干上向きの角度で曲が
っていて、そのためフレーム部材３２６の制約内で曲がることができる。この点に関して
、スロット３２７は、図１９に最もよく示されるように、ラッチ部材３２８の側縁部３３
３及び削り突起３３２を収容する内部溝部又はチャネル３４０を含む。基部３３０は、作
動部３３１より若干大きく、そのため、この基部はフレーム部材内で干渉嵌（はめ）合い
を形成し、それにより、作動部はフレーム部材３２６内の所定位置で容易に上下に曲がる
ことができる。作動部３３１を捕捉するために、その後端部３３５は、側面に突出してい
る１つ又は複数のタブ３３６を含むことができ、これらのタブは、スロット３２７の内面
３４０に沿って形成されている肩部３２９によって、その可能な垂直方向の運動（上下運
動）中に捕捉される。肩部３２９の下のエリアは、作動部３３１のボタン部３２６を下に
押した場合、タブ３３６がうまく入り、また、湾曲することができるように、３４１の所
で凹んでいる。
【００４９】
　フレーム部材３２６の前端部３４５は、プラグコネクタの本体部の頂面上に中空でない
端接部として形成することができ、また、ある角度を有する側縁部３４６を有することも
できる。したがって、この前端部３４５は、すでに説明した本体部のノッチ１２０７並び
に頂部及び底部フランジの他に、他のキーイング機能としての働きをすることができる。
このようなキーイング機能を実行するために、ガイド部材は、フレーム部材の前端部３４
５を案内し、収容するチャネルを含むことができる。頂部フランジ３１０は、また、該頂
部フランジ３１０の前縁部から離れている横方向の凹部３１１を備えることができる。こ
の凹部は、すでに説明したように、ガイド部材の圧着タブの対応する止金を収容する。
【００５０】
　この実施形態の場合には、回路カードの整合手段３５０は、若干違う形をしている。こ
の整合手段は、プラグコネクタ本体部３０９の側面から外側に延在する突出ラグ３５１を
含むが、該ラグは１つの突起ではなく、コネクタ本体部３０９ａの後部は幅が広くなって
いて、そのため、２つの停止面３５２がラグ３５１の各側面上に画定される。Ｔ字形全体
は同じままであるが、停止面がプラグコネクタ内に切込んでいるという点で、ラグ／停止
部材は、剪（せん）断力に対して強化されている。この点に関して、ラグ３５１の前のエ
リアは、コネクタ本体部の拡大エリア２０９ａに対して凹んでいると見なすことができる
。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】レセプタクルコネクタに、本考案の原理によって組立てられたプラグコネクタの
第１の実施形態を整合するために、回路基板に装着してあるレセプタクルコネクタに関連
するコネクタガイド部材を使用するエレクトロニクス組立体の分解斜視図である。
【図２】本考案の第１の実施形態を使用することができる環境を示す、図１のレセプタク
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【図３】図２と同じ図面であるが、ガイド部材に挿入され、レセプタクルコネクタ及びガ
イド部材の両方と係合している第１の実施形態のプラグコネクタを示す。
【図４】ガイド部材から離れている図１のプラグコネクタを前部から見た拡大斜視図であ
る。
【図５】プラグコネクタをガイド部材内に挿入した後の図４のプラグコネクタを後部から
見た拡大斜視図である。
【図６】６－６線に沿って切断した図５の断面図である。
【図７】垂直面実装レセプタクルコネクタと一緒に使用する、垂直ガイド部材の他の実施
形態の斜視図である。
【図８】図７と同じ図面であるが、その対向する側面から見たものである。
【図９】レセプタクルコネクタから離れていて、それと整合している本考案の原理によっ
て組立てられたプラグコネクタの第２の実施形態を備えるレセプタクルコネクタ及び関連
するシュラウド又はガイド部材の斜視図である。
【図１０】図９と同じ図面であるが、シュラウド内にその一部が挿入されているプラグコ
ネクタを示す。
【図１１】図１０と同じ図面であるが、シュラウド内で完全に係合していて、レセプタク
ルコネクタと嵌合しているプラグコネクタを示す。
【図１２】前部から見た、図９のプラグコネクタの斜視図である。
【図１３】ほぼ１３－１３線に沿って切断した図９の断面図であるが、シュラウド内の所
定位置に位置していて、回路基板コネクタと嵌合しているプラグコネクタを示す。
【図１４】本考案の原理によって組立てられたプラグコネクタの第３の実施形態の斜視図
である。
【図１５】図１４のプラグコネクタの左側面図である。
【図１６】１６－１６線に沿って切断した図１４のプラグコネクタの断面図である。
【図１７】図１４と同じ図面であるが、図面を見やすくするためにケーブルを除去し、ラ
ッチ部材を除去し、プラグコネクタハウジング上のその保持フレームから離れている図面
である。
【図１８】図１４のプラグコネクタの前部立面図である。
【図１９】図１６と同じ図面であるが、図面を見やすくするためにラッチ部材を除去して
ある。
【図２０】図１４のプラグコネクタの後部立面図である。
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】
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